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 さ い わ い く く み ん か い ぎ 
 

氏名 団体名 活動分野
青山　一 幸区自主防災連絡協議会
安岡　信一 川崎市幸区交通安全対策協議会
小林　豊 川崎市幸区社会福祉協議会
荒井　康男 幸区医師会
萩原　保夫 幸区民生委員児童委員協議会
綱川　幸子 幸区老人クラブ連合会
大久保芳城 幸区PTA協議会
葉山　直次 幸区保護司会
小保方健次 幸区子ども会連合会

庄司　佳子
さいわいリバーウォッチング
実行委員会

緑の保全、ごみの抑制など自然環境
または生活環境を向上させる分野

深瀬　和則 日吉商店街連合会
産業の振興、都市拠点の形成などま
ちの活力を高める分野

手塚　善雄 幸区文化協会
松世　三重子 夢コンサート実行委員会
小島　春男 幸区町内会連合会
菅野　勝之 幸区まちづくり推進委員会
今井　淑子 さいわい市民活動懇談会

氏名
酒井　道子
末兼　卓
成田　信子
根本　健

応募にあたっての提案内容
子育て支援：子育て世代に優しいまちづくり
防災：地震災害施策の推進
子育て支援：子どもの安全についての課題解決
環境：緑化推進

団体推薦委員　（敬称略）

地域住民組織活動、まちづくり活動
など市民自治を推進する分野

防災または地域交通環境の向上な
ど安心で快適な暮らしを支える分野

福祉の推進、健康の増進など幸せな
暮らしを支える分野

子育て、教育など人を育て心をはぐく
む分野

文化又は観光の振興などまちの魅力
を発信する分野

公募委員　（敬称略）
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                                              創刊号 

 

 区民と行政が協働してより良いまちをつくっていこうと、本年度から区民会議が本格的に始まります。 

「幸区区民会議だより」は区民会議で取り上げる地域の課題、その解決方法などをわかりやすく区民のみなさ

んに伝える広報紙です。創刊号は第１回区民会議の開催のお知らせ、区民会議とは何か、今後の流れ、など

をお届けします。 

 

１．第１回幸区区民会議開催のお知らせ 

 

日 時 ７月２７日（木）午前９時半～ 

場 所 幸区役所第１会議室 

傍聴者 先着２０名 ＊当日会場へお越しください 

 

第１回区民会議では、今年度どのような課題を取り上げ、解決に向けて検討していくか、その課題の選定

や運営のルールなどについて話し合います。会議は傍聴することができますので、ぜひお越しください。 

 

２．区民会議とは 

区民会議とは、地域のことは地域で決めて実行することを目的に、地域社会の課題を発見し、その解決に

向けて話し合う場です。年４回程度開催します。また必要により専門部会を行います（詳しくは２・３面をご覧く

ださい）。 

 

３．区民会議委員（第１期） 

区民の代表である区民

会議委員は 20 人。区内で

活動している団体から推薦

された１６人と一般公募で

選ばれた４人で構成されま

す。 

任期２年の中で、委員は

日々の暮らしや活動で発見

した地域の課題を持ち寄り、

どのような方向・方法で解

決するかを話し合います。 
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区民会議 

課題解決 
策の検討 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
専門部会の活用  
・専門的検討 
・関係団体との連

携 
など

● 解 決 の 方 向

（目標）  
・短期的な目標 
・中期的な目標 
 
● 解 決 の 方 策

（役割）  
・区民ができる

こと  
・区役所がすべ

きこと  
・関係部局がす

べきこと  
・関係機関がす

べきこと  

審
議
結
果 

区民の参加と協働による課題解決に向けた調査審議 

そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
分
担
に
よ
る
取
組 

区長（区役所） 
 

審議結果（解決の方

向、方策）を尊重し、

解決に向けた取組  
 

●主に区民の自

主的な取組に

よる解決  
●区民と区役所

が協働で解決  
●関係局区の調

整により市と

して解決 

●条例・規則等

ルールの整備

により解決  
●国、県など他

の行政主体等

により解決 

区
役
所
か
ら
の
提
案 

区
民
会
議
委
員
か
ら
の
提
案 

 課題の 
把握 

 
●区民会 

議 委 員

の 課 題

把握 
区民会議委

員が、日頃

の活動等を

通じて把握

した課題  
 
● 区 役 所

の 課 題

把握 
区役所が業

務等を通じ

て把握した

課題  
 

 

課題解決への取組 

区民と参加と協働による課題解決への取組 

解決に向けた 
参加・協働 

 

課題
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４．区民会議設置の基本的な考え方 

 

川崎市の自治の理念 ～ 川崎市自治基本条例 ～  

市民自身が地域社会の抱える課題を解決する主体であるとともに、信託した市政が市民の

意思を反映して行われるよう、その運営に主体的に参加し、自律的運営を図り、自治体としての

自立を確保する必要があります。こうした理念を確認し、自治運営の原則を定めたものが自治

基本条例です。 

 

区行政改革の総合的な推進 ～ 川崎市新総合計画 ～  

「窓口サービス機能中心の区役所から地域課題を自ら発見し解決できる市民協働拠点」を基

本的な考え方として、市の事業調整や予算のしくみなどにおいて区の権限を拡充していく区役所

機能の強化や市民活動を支援し、市民の参加と協働の推進など様々な施策を川崎市新総合計

画に位置づけ、区行政改革として総合的に推進していきます。 

 

地域の課題解決の流れにおける区民会議の位置づけ（下図を参照） 

区民会議は、地域の課題を区民の参加と協働によって解決する流れの中で、課題の解決の

方向や方策について区民が調査審議するしくみです。 

 

 

 

  

◆区民会議を通じた参加と協働による区における課題解決 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区民会議の主な役割 

   区民会議の主要な役割は、区における地域社会の課題を地域で解決を図るための方針及び

方策についての調査審議を行うことです。 

調査審議に先立ち、区民会議には、区における地域社会の課題を様々な方法で的確に把握し、

その中から区民会議の目的にふさわしい課題を選定し、調査審議を行うことが求められます。 

 

区民会議と他の会議等との関係 

区民会議と他の審議会等との関係は互いに対等であり、他の審議会等で審議されている事項、 

区民会議が審議する事項とが関連する場合は、必要に応じて情報交換又は連携するなどします。 

区民会議と各種の団体等との関係については、委員の推薦、専門部会における課題解決のた 

めの調査検討での連携、さらには課題解決のための取組における連携等が考えられます。 

 

◆幸区の地域課題について（平成１７年度実施の区づくりアンケートから） 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 ア．防犯・救急・交通安全対策 
                                 イ．防災・危機・風水害対策  
                                 ウ．地域の住環境・自転車対策・道路整備  
                                 エ．高齢者・障害者福祉・自立支援（ホームレス） 
                                        オ．健康づくり・医療体制 
                                        カ．子育て・教育環境  
                                 キ．シニア世代・若者社会参加・生涯学習  
                                 ク．人権、共生施策・男女共同参画  
                                 ケ．環境配慮・廃棄物対策・自然環境  
                                 コ．産業振興・都市拠点機能・交通体系  
                                 サ．都市イメージの向上・文化、芸術の振興  
                                 シ．協働のまちづくり推進・市民活動支援  
 

課題の 
共通理解 

●課題の共有、

分析 
・課題の現状  
・これまでの取組

など

●課題の共通理

解のために 
・委員からの情報

提供  
・行政からの情報

提供  
・関係者からの情

報提供  
・区民会議参与か

らの助言  
・現地調査  

など

区
民
の
暮
ら
し
、
地
域
社
会
が
抱
え
る
課
題 

団

体

等

区民  
会議委員  

連携 

■参加と協働 
参加とは、市民が、暮らしやすい地域社会をつくるために、市政に主体的にかかわり、行動

することいいます。（自治基本条例第 3 条第 2 号） 

協働とは、市民と市が、共通の目的を実現するために、それぞれの役割と責任の下で、相

互の立場を尊重し、対等な関係に立って協力することをいいます。（自治基本条例第 3 条第 3

号） 

審
議
事
項
の
選
定 

区 

 
民

区役所  
関係部局  
関係機関  

課
題
解
決 



５．第１期区民会議（18 年度～19 年度）、検討の流れ 

（６月３０日の事前説明会で委員へ説明した内容です） 
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①検討テーマの決定 
第１回会議で各委員が検討テーマを提案します。 
 

②決定したテーマに関する現状の 
把握、調査・検討 （テーマごとの専門部会） 

①で決まったテーマの内容にそって２つの専門部会を立ち上げ、テーマについて調査・検討を

行います。 
③区民会議（全体会）での審議 
専門部会での検討結果に基づいて、課題の解決策や地域での取り組みなどを検討します。 

検討内容についてアンケー

により、区民意見を聴取し、

討のまとめに活かします。 

区民会議での検討を踏まえて、

地域社会での課題解決に向け

た取り組みを推進します。 

④市長及び区長

区民会議１年間の調査検討

 

 

区ホームページにも区民会議の

tp://www.city.kawasaki.jp/6
＊区民アンケートにより区民

会議で検討して欲しい事項を

聴取します。 

 

への中間報告（１８年度末） 
や活動結果について、市長及び区長に中間報告をします。 

区民会議での検討を踏まえて、

地域社会での課題解決に向け

た取り組みを推進します。 

⑤専門部会を活用した 
調査・検討と全体会での審議 
⑥市長及び区長への最終報告（１９年度末） 
任期の終わりには、２年間の審議結果と継続の必要なテーマなどをまとめ、最終報告を行います。
☆ご意見をお寄せください 
幸区区民会議、地域の課題へのご意見をお寄せください。 
また平成１８年１２月頃、区内の全世帯を対象にアンケートも

行う予定です。 
情報を掲載しています 
3/63saiwai/home/index.html 
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